
月形町起業家等育成支援事業委託業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のと

おり公告する。

令和８年４月１０日

月形町長 上 坂 隆 一

月形町告示第１１号

１ 業務委託の内容

（１）業務名称

令和８年度月形町起業家等育成支援事業委託業務

（２）業務内容

月形町起業家等育成支援事業委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。

（３）履行期間

契約日の翌日から令和８年１２月３１日

（４）事業費限度額

１，３３２，０００円（消費税及び地方消費税含む）以内

２ 参加資格

参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしていることとする。

（１）民間事業者であって、国・地方公共団体ではないこと。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者であること。

（３）月形町から指名停止措置を受けていない者であること。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされてい

ない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがな

されていない者であること。

（５）納税義務者にあっては、国税及び地方税を完納していること。

（６）月形町契約等に係る暴力団等の排除措置要綱（平成２５年６月２０日施行）に該当しない

者であること。

（７）本事業に類する事業を過去３年間に実施した者であること。

３ 業務委託者選考スケジュール

参加申請受付開始から契約締結までの日程は概ね次のとおりとする。ただし、都合により変更

する場合がある。

・参加申請受付期間 令和８年４月１３日（月）～２４日（金）

・質疑受付期間 令和８年４月１３日（月）～２４日（金）

・資格審査結果通知・質疑回答期日 令和８年４月３０日（木）

・提案書提出期限 令和８年５月１１日（月）



・提案内容のプレゼンテーション等 令和８年５月２１日（木）

・事業者決定・通知 令和８年６月上旬

４ 審査基準及び選考方法

企画提案書プレゼンテーション等に基づき、比較・検討のうえ審査基準、見積額など各方面か

ら総合的に審査を行う。審査で評価点の最も高い事業者に本優先交渉権を与え、随意契約に向け

た交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は次点事業者と交渉する。

各評価内容の平均評価点が標準点に満たない場合は、受託候補事業者を選定しない。

５ その他留意事項

（１）本業務の企画提案に参加する費用は、すべて参加者の負担とする。

（２）提出書類に用いる言語は日本語、基本通貨単位は日本円とする。

（３）提出書類の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。ただし、やむを得ない理由に

より修正及び変更が生じた場合で、月形町が承諾したものについてはこの限りではない。

（４）提出された書類は、一切返却しない。

（５）提出書類に虚偽の記載をした場合は、企画提案の参加を無効とする。

（６）企画提案書等は、業者選考業務等に必要な範囲において、複製を作成する場合がある。

（７）本案件に係る情報公開請求があった場合は、提出書類を公開する場合がある。

（８）詳細は、令和８年度月形町起業家等育成支援事業委託業務公募型プロポーザル実施要領に

よる。

６ 参加申し込み・問い合わせ先

〒０６１－０５９２北海道樺戸郡月形町１２１９番地

月形町企画振興課商工観光係

電話番号：０１２６-５３-２３２５（内線２６２）

メールアドレスshoko@town.tsukigata.hokkaido.jp
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